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－ はじめに － 
 

 

 

「避難所には何があるんだろう？」 

 

 

「避難所にある資機材を 
 

発災時に使いこなせるか不安だな･･･。」 

 

 

 

このガイドブックは、そんな疑問・不安を 
 

解消するために作成しました。 

 

 

 

避難所生活で困らないよう 
 

事前に避難所の備蓄状況や使用方法などを 
 

確認するとともに、 
 

不足と感じたものは個人もしくは地域で 
 

あらかじめ備えておきましょう。 
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訓練などで実物と使い方を 
確認しよう! 

※この冊子で「避難所」とあるのは、「指定避難所」のことを指します 



（１） 

 

 １ 避難所にある備蓄物資及び資機材一覧 

市立小・中学校（旧小学校を含む） 

その他の避難所（コミュニティセンター、民間施設など） 

○食糧、毛布等 

・アルファ化米 

（梅がゆ、わかめ、きのこまたは五目） 

・ビスケット ・飲料水 ・毛布 

・タオル 
 

○トイレ関係 
・下水道直結式トイレ 

・くみ取り式トイレ 

・簡易パック式トイレ 

・簡易洋式便座 

○食糧、毛布 
・アルファ化米 

（梅がゆ、わかめ、きのこまたは五目） 

・ビスケット 

・飲料水 

・毛布 
 

○トイレ関係 
・下水道直結式トイレ 

・くみ取り式トイレ 

・簡易パック式トイレ 

 

○資機材等 
・テレビ ・避難所開設キット ・間仕切り 

・簡易式スロープ（バリアフリー化されてい

ない市立小中学校のみ） 

・地下式給水栓資器材 ・発電機 ・投光器 

・衛生用品（キット、簡易ベッド、パーティ

ション） 

・特設公衆電話 

・災害用公衆無線ＬＡＮアクセスポイント

等資材（旧小学校は含まない） 

・公共安全モバイルシステム 

○資機材等 
・避難所開設キット 

・間仕切り 

（収容人数200人以上の指定避難所のみ） 

・衛生用品キット 

 

 

ビスケットとアルファ化米について 

品 目 特 徴 アレルギー 対 象 

ビスケット ・そのまま食べられる 
ア レ ル ギ ー 物 質 

（大豆、小麦、乳等）使用 

アレルギー疾患の

ない方 

アルファ化米 

（梅がゆ） 

・水かお湯が必要 

・歯の弱い方も食べ 

やすい 
アレルギー表示対象

品目（２8 品目）を

すべて除去 

高齢者など 

アルファ化米 

（わかめごはん・きのこごは

んまたは五目ごはん） 

・水かお湯が必要 

アレルギー疾患の

ある方を始め、だれ

でも食べられる 

 

● 空調設備が設置された市立小中学校、特別支援学校における空調稼働方法等については、

本市公式ウェブサイト掲載の空調操作マニュアルをご覧ください。 

⇒ 【名古屋市 避難所の運営】 で検索。 

※表示されたページの「学校体育館空調設備の操作方法について」を参照。 

（URL https://www.city.nagoya.jp/bousaiportal/hinan/1013390/1013400.html） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難所以外に備蓄されている備蓄物資・資機材一覧 

区役所・支所 

市が借り上げている備蓄倉庫 

各避難所に備蓄している物資の数量は、
該当学区の地区防災カルテを参照 

名古屋市 地区防災カルテ 検索 

本市公式ウェブサイトにて公開中！ 

○食糧、毛布等 
・アルファ化米 

（梅がゆ、わかめ、きのこまたは五目） 

・アルファ化米 

（腎臓病対応低たんぱく米） 

・ビスケット 

・飲料水 

 

○食糧、毛布等 
・アルファ化米 

（梅がゆ、わかめ、きのこまたは五目） 

・ビスケット 

・飲料水 

・毛布 

・不織布毛布 

・タオル 

・紙おむつ（子供用、大人用） 

・生理用品 

・哺乳瓶 

・使い捨て哺乳瓶 

・粉ミルク（一部アレルギー対応） 

 

 

在宅避難など避難所に避難し

ていなくても、避難所で避難

者登録をすることで食糧など

の支給が受けられます。 

 
○本市では、避難所の避難者等に対する発災後３日分の食糧及び毛布を備蓄しており、 

避難所や区役所、本市が借り上げている備蓄倉庫などに分散して保管しています。 
 
○避難所の備蓄量については、避難所の収容人数や浸水想定などを勘案し配備しています。 

食糧、毛布について 

○資機材等 
・間仕切り 

・段ボールベッド、パーティション 

○トイレ関係 
・下水道直結式トイレ 

・くみ取り式トイレ 

・簡易パック式トイレ 

 

○資機材等 
・間仕切り 

・段ボールベッド、 

簡易ベッド、 

パーティション 

・粉ミルク（一部アレルギー対応） 

・毛布 

・タオル 

・紙おむつ（子供用、大人用） 

・生理用品 

・哺乳瓶 

・使い捨て哺乳瓶 

POINT！ 

災害時は、自分で自分や自分の家族を守るという「自助」が大切です。日頃からの備蓄とし

て食糧や飲料水などをおおむね 7 日分程度、そのうち非常持ち出し品として 3 日分の備蓄

を行うようにしましょう。 
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３ 災害発生時における物資の確保 

発災後 3 日間は、市民自ら備蓄している物資を持ち出してもらうことと、避難所や区

役所・支所、備蓄倉庫にある備蓄物資の払い出しや応急給水によって対応します。 

発災後 4 日目以降は、国・県・他都市等からの救援物資や物資供給協定締結事業者か

らの物資が調達され次第、緊急物資集配拠点※を経由して避難所へ輸送されます。（ただ

し、ここでの物資確保の時間はあくまでも目安であり、 

災害の状況によりその時間が大きく左右されることがあります。） 
 

備蓄物資による対応 調達物資・救援物資による対応 

車両調達、輸送 

開設、物資の仕分け 
開設 

準備 

物資供給協定締結事業者からの調達
※ 

国・県・他都市等からの救援 

備
蓄
等 

調
達
・
救
援 

緊
急
物
資 

集
配
拠
点 

輸
送 

避
難
所 

※物資供給協定締結事業者等からの調達物資や、国・県・他都市等からの救援物資 

が大量に届く場合などに、物資を仕分けし、避難所まで輸送するための拠点です。 

※物資や資機材が不足する場合は物資供給協定締結事業者から調達を行います。必要に

応じて、災害救助地区本部を通じ区本部へ要請してください。 

区役所・支所、備蓄倉庫

からの放出 

応急給水による供給開始 

市民の備蓄物資の持ち出し 

（ 3 ）（３）



 

現在、本市では、避難所等における物資不足に対応できるよう、７つの備蓄倉庫を市内各方面

に配置しています。 

 

倉 庫 名  所 在 

東 部 倉 庫 千 種 区 

北 部 倉 庫 大 口 町 

西 部 倉 庫 中 村 区 

中 央 倉 庫 港 区 

南 東 部 倉 庫 東 海 市 

港 倉 庫 港 区 

港 防 災 セ ン タ ー  港 区 

 

 

≪現状のカバーエリアイメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

（大口町） 

■…区役所・支所 

○…備蓄倉庫 

（４）
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４ 資機材の使い方 

 

○ ここに記載のある資機材は、避難所管理組織を中心に、避難者全員で協力

しながら設置をしてください 
 

○ 避難所管理組織の詳しい活動内容は、「指定避難所運営マニュアル」をご覧

ください 

（ 5 ）（６）



  

テレビ 

 ○ 導入の趣旨 

 ○ 使用想定 

 

○ 配備物品一覧 

災害発生からの時間経過に伴い、刻々と変化する気象情報や被災状況など、最新の災

害情報等を入手できるよう主要な避難所となる市立小中学校等に配備しています。 

・指定緊急避難場所開設の段階で設置し、情報収集を行います。 

・停電していない場合はコンセントを、停電時は非常用電池を使用して、電源を確保し

ます。 

【外観】 

テレビ 
① 

② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ ⑦ 

① 液晶テレビ（32 型）１台 

② テレビアンテナ１台 

③ 同軸ケーブル（３０ｍ）１本 

（テレビとアンテナをつなぐケーブル） 

④ 耐震固定用器具 

（簡易結束ベルト２本、耐震マット１袋） 

（テレビやアンテナの固定用） 

⑤ テーブルタップ（６個口）１個 

⑥ 非常用電池本体２個 

（24 時間（１日 8 時間想定×３日） 

テレビを使用できる容量） 

⑦ 付属インバータ１台 

 【 中身 】 

非常用電池 

 

○サイズ 

約 100×50×38cm 

（横×奥行×高さ） 

○重さ 

約 20kg 

（ 10 ）（７）



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 使用の手順・注意点 

１ テレビに同軸ケーブルを取りつけ、ア

ンテナと繋ぎます。 

２ アンテナを、東（瀬戸デジタルタワーの

方向）へ向け、電波を受信できるよう設置

します。 

（アンテナは防水仕様。屋外でも使用可） 

コンセント（停電時には非常用電池）に接続 

○ テレビの使用方法 

○ 非常用電池の使用方法 

【注意点】 

・災害時に実際に使用する場合以外は電池の保存袋を開封しないでください。
（開封した瞬間から発電が始まります。） 

・開封後は、使用時以外は電池を保存袋に入れてください。（ある程度発電を抑

えることができます。） 

（保存袋から電池が

出された状態） 
（インバータ） 

１ 接続ケーブルの端子とインバータの

端子をつなぎます。 

マイナス端子（黒）をインバータの電源入 

力端子（黒）に接続し、プラス端子（赤） 

を機器の電源入力端子（赤）に接続 

２ 接続ケーブルのコネクタを電池側の

コネクタジャックに差し込みます。 

３ 電源スイッチを‘ON’にし、テレビの

AC プラグをコンセントに差し込みま

す。 

（ 11 ）（８）
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避難所開設キット 

 ○ 導入の趣旨 

 
○ 使用想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 配備物品一覧 

発災初動時において、すみやかに避難所を開設するため、避難所を開設するにあたっ

て、最低限必要となる物品をひとまとめにした避難所開設キットを配備しています。 

・避難所を開設する際やその後の運営において使用します。 

【 外観 】 

【 中身 】 

（９）
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 ○ 使用の手順・注意点 

 避難所開設キットには、避難所開設に最低限必要な物品が入っていま

すが、地域での話し合いや訓練等を通して、地域の状況に応じ、さらに

必要なものを検討していきましょう。 

【主な使用用途】 

品 目 数 量 主 な 使 用 用 途 

マニュアル関係 一式 
避難所開設・運営時にやるべきことを確認し

ます 

案内標識 一式 危険箇所を明示したり、受付の際に使用します 

ビブス（班名入り） 11 枚 
避難所運営者が着用し、役割を明らかにしま

す 

スケッチブック（Ａ３） 1 冊 手書きの掲示板に使用します 

用紙（Ａ４） 500 枚 集計用やメモ用として使用します 

鉛筆（消しゴム付） 12 本 

受付や避難所運営者による巡回で使用します 

鉛筆削り 1 個 

定規（３０ｃｍ） 1 本 

クリップボード（Ａ４） 2 枚 

ダブルクリップ（中） 10 個 

油性黒マーカー 6 本 段ボールへの記入や掲示板の作成に使用しま

す 油性赤マーカー 2 本 

軍手（すべり止め付） 12 双 作業時の怪我防止に使用します 

はさみ 1 本 書類やひもの切断に使用します 

カッター 1 本 段ボール箱の開封に使用します 

養生テープ 3 巻 
掲示板の貼り出しやスペースの明示に使用し

ます 

荷造ひも 1 巻 
段ボールの梱包や危険箇所の明示に使用しま

す 

ポリ袋（４５ℓ） 30 枚 ゴミ袋として使用します 

懐中電灯（ランタン兼用） 2 個 
夜間の巡回で使用します 

アルカリ単三乾電池 12 本 

防犯ブザー 5 個 
トイレや着替え・授乳スペース等へ配置し、 

異変を察知したときに使用します。 

 

（１０）



  

間仕切り 

 ○ 導入の趣旨 

 ○ 使用想定 

 ○ 配備物品一覧 

避難所における授乳室や更衣室（特に女性）を他に確保できない場合にプライバシー

を確保できるよう、市立小中学校等など受入可能人員の多い避難所に２セットずつ配備

しています。 

・更衣室、授乳室など、利用方法に合わせて適切な場所に設定してください。 

・避難所の開設時に協力して設置してください。 

【外観】 
・間仕切りテント 

・FRP ロッド 

（黒色のロッド：タテ方向補強材） 

（灰色のロッド：ヨコ方向補強材） 

・表示札 

・設営説明書 

※【表示札】 

【設置した状態】 

○サイズ 

約 150×20×20cm 

（横×奥行×高さ） 

○重さ 

約 3kg 

（ 14 ）（１１）



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 使用の手順・注意点 

○ 設営は二人以上で行ってください。 

○ 設営方法（同じものが間仕切り収納袋に縫い付けてあります） 

①円形の台座を下に

して立てる。 

②シルバーの面が上

になっている状態

で A をめくると赤

いハンドルがでる。 

③赤いハンドルを矢

印の方向へ、骨組み

が外側へ張り出す

まで強く引く。 

⑤次に、後方の黒いハ

ンドルも同じよう

に引く。 

④同時に反対側の面

の赤いハンドルも、

骨組みが外側へ張

り出すまで強く引

く。 

⑥黒色のロッドを正

面内側左右の上下

にあるポケットに

差し込み固定する。 

⑦灰色のロッドを正

面上部内側左右に

あるポケットに差

し込み固定する。 

○ 間仕切りを設置できるスペースを確保してください。 
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簡易式スロープ 

 ○ 導入の趣旨 

 ○ 使用想定 

 ○ 配備物品一覧 

主要な避難所である市立小中学校のうち、福祉環境整備が行われておらず、必要な昇

降スロープも配備されていない学校について、福祉避難スペースまでの段差解消のため

に必要な昇降スロープを配備しています。 

 

・車いすの使用者が、施設の入口から福祉避難スペースまで移動できるように、障害と

なる段差を解消するために、段差にスロープを設置します。 

・避難所の開設時に協力して設置してください。 

各施設の段差の状況に応じて、65～200cm

のスロープが配備されています。 

※この状態で保管されています。 

【 外観 】 

施設によっては投票所用の簡易式スロープ

でご対応いただきます。 

（ 16 ）（１３）



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 使用の手順・注意点 

○ 使用する角度の目安 

○ 設置方法 

① スロープを設置場所においてください。 

② 取っ手のボタンをはずし、取っ手をもってパネルを広げてください。 

③ パネルの設置面の上端側に表示されている「設置ライン」まで段差にかけ

てください。 

最大耐荷重は 
３００ｋｇです 
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特設公衆電話 

 ○ 導入の趣旨 

 

○ 使用想定 

 
○ 配備物品一覧 

大規模災害発生時における被災者の通信手段確保のため、主要な避難所である市立小

中学校等において、特設公衆電話の回線を設置し、電話機を配備しています。                     

・避難所の開設時に協力して設置してください。特設公衆電話用の回線は事前に取付け

されています。 

・設置場所は避難所居住スペース付近（体育館の入り口付近など）を想定していますが、

通話等での話し声が発生するため居住スペース内には設置しないでください。 

電話機の箱 本体 ハンドセット 電話線 

○ 特設公衆電話の特徴は次のとおりです。 

 ・ 災害時優先電話（災害時に電話が込み合っても、通信制限を受けない電話です） 

 ・ 無料で利用可能 

 ・ 停電時も利用可能（電話線から電気が供給されます） 

 ・ 発信専用 

※ 上の電話機一式については、防災備蓄倉庫に置いてあります。 

※ 電話線を接続するモジュラージャックは、壁に設置されたモジュラーケーブル

の先にあります。（以下のどちらかのモジュラージャックが配備されています） 

【 外観 】 【 中身 】 

（ 18 ）（１５）



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 使用の手順・注意点 

裏面の回線切り替えは「ダイアル」となっていると、通話がで
きません。必ず「プッシュ」にした状態で使用してください。 

              特設公衆電話を使うためには・・・ 
携帯電話の電池が切れた時に、家族等の連絡先が分からないと特設公衆電話で連

絡が取れません。日頃から災害時の連絡方法について話し合いをしてお互いの連絡

先を確認しておきましょう。 

モジュラージャックの設置場所には次のような掲示がされています 

 避難所居住スペース付近（体育館の入り口付近など）で設置位置を決めてくださ

い。通話等での話し声が発生するため居住スペース内には設置しません。 

（壁に設置されたモジュラーケーブルの長さも確認してください。） 

① 特設公衆電話の設置位置を決めます。 

② 防災備蓄倉庫などから電話機一式を、設置場所に持ってきて、モジ

ュラージャックと接続します。 

③ 本体に受話器を取りつけ、電話機とモジュラージャックを電話線で

繋ぎます。 
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下水道直結式トイレ 

 ○ 導入の趣旨 

 ○ 使用想定 

 ○ 配備物品一覧 

災害発生時に避難所の給排水が使用できない場合に備え、避難所に災害用トイレを備蓄し

ています。 

・避難所の既設トイレが使用できない場合に、震災用マンホール上にテントと便座を設置し

て使用します。（夜間使用できるよう照明も設置してください。） 

・下水道直結式トイレは、設置に際して条件があるため、使用の際は各区役所（区本部）に

必ず連絡してください。 

・下水道に直接排出するため、下水道が破断していなければ容量は関係なく使用できます。

下水道が途中で破断している場合でもマンホールの容量分は貯留できます。 

【設置後】 

震災用マンホール 

【外観】 ○サイズ（横×奥行×高さ） 

約 100×100×40cm 

○重さ 

約 50kg 

※納品年度により外観・内容物が異なる場合があります。 

【内容物】 

トイレ本体部品 

テント外幕部品 

テントフレーム部品 

照明(電池付き) 

※トイレ 1 基につき照明
1 個を配備しています。 
（トイレとは別梱包） 

（ 20 ）（１７）
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